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要約

東日本大震災の復興では防災集団移転促進事業が大規模に適用され、一部地域では、既存集落内に散在する土地を移転

地として活用する差し込み型防災集団移転促進事業が活用された。この事業は、事業費の低減、工期の短縮、地域コミュ

ニティの維持といった利点が評価され、今後の大規模災害後の活用が期待されている。しかし、この事業の推進では既

存集落内の移転先候補地選定、地権者との合意形成等、計画プロセスにおいて地域住民間のより細やかな調整が必要不

可欠である。よって移転元や移転先の地域コミュニティの状況が計画の成否に影響しやすく、計画プロセスでの地域コ

ミュニティ・地域組織と行政の協働が求められるが、その具体的な協働のあり方の知見は未だ十分ではない。本研究の

目的は、大船渡市越喜来地区の差し込み型防集事業について、地域コミュニティ・地域組織の特徴・役割に着目して、

その計画プロセスを明らかにすることである。本研究の成果として、「地区・近隣コミュニティ階層型」の地域コミュニ

ティの構造や人的ネットワークが、地区単位の復興住民組織の必要性の共有や組織の設立、その後の行政区と連動した

復興プロセスでの様々な活動の実現、および差し込み型防集事業、特に事業実現上重要であった事業化以前の段階での

計画プロセスに寄与した点を明らかにし、地域コミュニティの構造に配慮した官民連携の重要性を指摘した。
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1.  はじめに

1.1  背景と目的

　東日本大震災復興事業では「復興を担う行政主体は、

住民に最も身近で、地域の特性を理解している市町村が

基本となるものとする」（東日本大震災復興対策本部， 
2011: 1）と記されるなど、被災前の地域特性を考慮した

復興が推進され、基礎自治体やより細やかな地域コミュ

ニティを基本としたまちづくりが重視された。

　地域コミュニティは、地縁による自主的つながりを有

し、地域課題解決に向けた活動を行うといった特徴をも

つ集団と論じられている。各地域の実態をみると、町内

会や自治会といった地域組織のかたちを有するものから、

地域活動や伝統行事を通じたつながりまで、そのあり方

は多様である。また地域組織も、現在でも大字など近世

村の単位が残るものから、地域の歴史の中でその範囲や

構造が再編されたものまで様々なかたちがある。

　復興事業の研究においては、例えば、歴史的な特徴を

引き継ぐ町内会や自治会等の地域組織の存在と、近代復

興の枠組みによる復興事業の適用との関係について指摘

されるなど（佃他， 2021）、被災前の地域コミュニティ・

地域組織の特徴と、復興事業の計画プロセスの関係につ

いて、丁寧な分析と議論が求められている。

　一方、東日本大震災復興事業の特徴のひとつに、防災

集団移転促進事業（以下：防集事業）の大規模な適用が

挙げられる（東日本大震災以前の 1,859 戸に対し、東日

本大震災で 37,001 戸の移転実績）。防集事業とは災害発生

地域または災害危険区域で、住民の居住に適当でないと

認められる区域内にある住居の集団的移転の促進を図る

事業である。東日本大震災復興事業の防集事業では、大

規模な造成を伴う高台移転が多く実施されたが、一部地

域では、既存集落内に散在する土地を移転地として活用

する防集事業（以下：差し込み型防集事業）が実施され

た。差し込み型防集事業は、従来の防集事業に比べ、事

業費低減、工期短縮、地域コミュニティの維持、といっ

た利点が指摘され、復興の現場で評価されるとともに、

今後の大規模災害後の復興事業への適用が期待されてい

る。しかし大規模造成等により新規に宅地を整備する防

集事業と比べると、既存集落内の移転先候補地選定、地

権者との合意形成等、計画プロセスにおいて地域住民間

でのより細やかな調整が必要不可欠である。よって、移

転元や移転先における地域コミュニティの状況が計画の

成否に影響しやすく、計画プロセスにおける地域コミュ
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ニティ・地域組織と行政の協働が求められる。しかしそ

の具体的な協働のあり方についての知見は未だ十分では

ない。また、この差し込み型防集事業のように、被災前

から続く地域コミュニティ・地域組織の特徴と、復興事

業の計画プロセスにおける行政との協働のあり方の議論

は、今後の復興事業の手法の展開のみならず、先述の歴

史的な地域組織のあり方と近代復興の枠組みの関係性を

考える上でも重要な知見を提供すると考えられる。

　差し込み型防集事業の定義は正式に定められていない。

本研究では同事業の代表的事例を有し、基礎自治体とし

て定義を定めている大船渡市の「既存の道路に隣接する

空き地を改修して宅地を造成する事業」（I）という定義を

用い、同市の差し込み型防集事業について、特に地域コ

ミュニティの関与が指摘されている同市三陸町越喜来地

区の 4 区（泊、浦浜東、浦浜南、浦浜仲・西）を研究対

象とした。

　以上より本研究は、事業活用の代表的な地域である岩

手県大船渡市三陸町越喜来地区の差し込み型防集事業に

ついて、地域コミュニティ・地域組織の特徴・役割に着

目して、その計画プロセスを明らかにすることを目的と

する。その結果から、今後我が国の復興において重要な

課題となるであろう、現代における地域コミュニティ・

地域組織と復興プロセスの関係を論じたい。

1.2  既往研究と本研究の位置づけ

　近代日本における地域の基礎単位については、法学・

経済学・政治学・歴史学・社会学など幅広い学問領域に

おいて議論されてきた。鈴木（1940）は、行政上の地方

自治体としての「行政村」と「一つの自然的なる社会統一」

に基づく「自然村」を区別し、近代日本において「自然村」

に対応するのは近世村の系譜にある「大字」であるとした。

この大字と現代の地域コミュニティの特徴を整理し、復

興プロセスとの関係性を論じた研究として、福島他（2021）
は、大槌町 2 地区の地域組織の特徴を「コミュニティ単

位の構造」として括りだし、その違いと復興事業の計画

プロセスの住民参画のあり方や計画内容との関係を明ら

かにしている。また佃他（2021）は、被災前の地区のあ

り方を重視しながら復興に取り組んだエリアとして、宮

城県七ヶ浜町を対象とし、復興事業における被災前の地

域コミュニティの変化とその回復の要因を明らかにして

いる。

　また小野田他（2015）は、計画実装という概念を提示し、

計画から事業化に至るマネジメントの重要性とともにそ

れを研究として取り扱う上での課題を示している。復興

事業の住民参加を伴う計画から事業化に至る実装化につ

いて、渡部・福島（2018）は復興区画整理事業を対象に、

事業対象や計画主体の構成が変化する中で、住民参加型

議論の事業反映や内容の継承性について明らかにしてい

る。以上、地域コミュニティの特徴と計画の実装化は復

興事業の計画プロセスの分析にて重要な観点であるが、

より密接に両者が連関する差し込み型防集事業でそれを

論じた研究は少ない。

　防集事業に関する研究として、新潟県中越地震の復興

を対象に、移転先の集落位置と近隣関係の継承の関係や

利便性向上について論じた研究（石川他， 2008）や、東日

本大震災における気仙沼市と宮古市の防集事業を比較し、

住民と行政との関係や住民組織の設立と活動経緯の差異

を明らかにした研究（森他， 2017）などがある。また復興

事業における大規模な地形改変への問題意識から震災直

後と現在の DEM を用いて復興事業における地形改変の空

間分布を定量評価した研究がある（杉本， 2024）。
　差し込み型防集事業に着目した研究としては、山本

（2020）が三陸被災地 5 市町村 19 地区の差し込み型集団

移転を行政主導と住民主導に分類し、各計画経緯、整備

期間、造成費等を検証しており、その中で本研究の対象

地である大船渡市について、総じて短期間、低事業費で、

事業が進められたことを指摘している。

　対象地である越喜来地区に関する研究として、茅野・

阿部（2013）は大船渡市における復興計画の策定過程と

住民参加について、ワークショップや地区懇談会を通し

た市民意見が適切に反映できていない可能性を指摘し、

丁寧な住民参加・合意形成とスピード感との両立が困難

であることを指摘している。北村他（2014）は越喜来地

区内の崎浜における復興住民組織の活動プロセスを記述

し、地域組織が果たした役割を明らかにし、町井他（2019）
は、同地区内の浦浜での行政、専門家、地域住民の協働

による土地利用検討について指摘している。しかし、い

ずれも地域組織と行政の協働による差し込み型防集事業

の実装化の過程までは論じていない。

　本研究の特徴は、差し込み型防集事業の代表事例であ

る大船渡市越喜来地区の計画プロセスを地域コミュニ

ティ・地域組織の特徴と役割に着目して論じる点にある。

1.3  「地域コミュニティ」の定義について

　国民生活審議会調査部会（1969: 155-156）は、コミュ

ニティについて「生活の場において、市民としての自主

性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体として、地

域性と各種の生活目標を持った、開放的でしかも構成員

相互に信頼感のある集団」と述べているが、その後、国

民生活審議会総合企画部会（2005: 3）では「自主性と責

任を自覚した人々が、問題意識を共有するもの同士で自

発的に結びつき、ニーズや課題に能動的に対応する人と

人とのつながりの総体」と述べ、家庭や地域性から、個々

の問題意識へとつながりの基盤を広げている。広瀬・吉

野（2016: 1）の「地域のさまざまなニーズや課題に対応

するために構築する自発的なつながりの総体」といった

定義も同様である。近年、インターネット上での集まり

など、地域を超えた幅広い人材で活動を展開する組織も

含め、コミュニティという言葉が幅広い対象に対して用

いられていることがわかる。またその中で、自主性と責任、

自発的、課題への能動的対応、信頼感などが重要な要素

として示されている。

　一方、従来の地縁に基づくコミュニティは、コミュニ

ティの中でも、より地域住民の相互性を強調し、「地域コ
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ミュニティ」と呼ばれることが多い。本研究では、居住

地や生活基盤の復興に対して、被災前の地縁に基づくコ

ミュニティが与えた影響を論じるため、「地域コミュニ

ティ」の語を用い、「地縁に基づく人と人との結びつきと

信頼感により、地域ニーズや課題に自発的に対応する集

団」と定義した。

1.4  研究手法

　復興事業の計画プロセスに関わる地域コミュニティの

特徴を捉える指標として福島他（2021）を参照し、地域

組織の単位と関連する地域形成過程（居住域の形成、イ

ンフラ整備等）と、地縁に基づく人と人との結びつきや

信頼感に関連する被災前の地域組織（公民館、自治会、

その他）および地域活動（年中行事、その他）を設定し、

地形図、町史等を用いた文献調査と地域住民へのヒアリ

ング調査を行った。次に差し込み型防集事業の計画プロ

セスや地域コミュニティ・地域組織の関わりについて、

大船渡市の行政資料や越喜来地区の住民による震災復興

委員会の提言書等の文献調査および行政、復興事業に関

わった地域住民へのヒアリング調査を行った。主な文献

資料を表 1 に、ヒアリング調査の概要を表 2 に示す。以下、

文中括弧内の略記号は表 2 内のヒアリング対象者を示す

略記号と対応する。

1.5  対象地の概要

　大船渡市は、リアス海岸を有する岩手県沿岸南部に位

置し、北に釜石市、西に住田町、南に陸前高田市と接し

ている。沿岸の市町とは三陸沿岸道路と国道 45 号で結ば

れている。2001 年 11 月に三陸町と合併し、人口約 3 万 2
千人である（2024 年 3 月時点）。多目的国際ターミナル港

湾整備、国際貿易コンテナ定期航路の開設など、三陸沿

岸の交通・物流の拠点都市として発展してきた。越喜来

地区は、越喜来湾に面する旧三陸町地域の中心地区であ

る。現在大船渡市役所三陸支所周辺を中心に、各漁港周

辺に集落が形成されている。地区内には三陸鉄道南リア

ス線の甫嶺駅と三陸駅があり、幹線道路として国道 45 号

や主要地方道大船渡綾里三陸線、県道崎浜港線が通る（図

1）。

2.  被災前の越喜来地区の地域コミュニティの特徴

2.1  越喜来地区の形成過程

　1889 年に気仙郡越喜来村として成立、1956 年に綾里、

越喜来、吉浜の 3 村が合併し、三陸村が発足した。その

後 1967 年町制施行により三陸町となった。2001 年三陸

町が大船渡市に編入し、大船渡市三陸町越喜来となった。

越喜来地区の形成過程を図 2 に示す。

　1913 年の地形図をみると、越喜来湾に沿うように点在

して集落が形成されている。郵便局、学校、病院等の公

共施設は中心部である浦浜に立地している。1952 年の地

形図をみると、1933 年の昭和津波の復興で浦浜の郵便局

と一部宅地が北西の内陸部に移転し、浦浜川沿いの道路

が整備されており、海岸線に変化がみられる。1975 年の

地形図をみると、現在の幹線道路である国道 45 号、県道

大船渡綾里三陸線、県道崎浜港線等が開通している。

　1970 年に三陸鉄道リアス線が延長、1973 年に盛線が開

通し、浦浜に三陸駅、甫嶺に甫嶺駅が開業している。

　以上越喜来地区は浦浜を中心に公共施設等が立地し、

過去の津波被害からの復興事業等により公共施設や宅地

の内陸移転、鉄道、道路等の整備が進められた。一方各

集落を基礎に現在の行政区が形成され、その構成は大き

く変化せず維持されている。

図 1：大船渡市越喜来地区位置図
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No. 著者・編者 発行年 名称

1 越喜来地区震災

復興委員会
2011 越喜来地区震災復興委員

会第一次提言書

2 越喜来地区震災

復興委員会
2011 越喜来地区震災復興委員

会第二次提言書

3 大船渡市復興計

画策定委員会
2001 大船渡市復興計画

4 大船渡市 2021 大船渡市復興記録誌

5 大船渡市 2011 第 1 回第 7 回復興計画策

定委員会議事要旨

6 大船渡市 － 市役所説明会資料抜粋

表 1：文献調査に用いた主な資料

表 2：ヒアリング調査の概要

日時 対象 属性 内容

2023/8/4 I 大船渡市職員

大船渡市における差

し込み型防集事業の

定義（オンライン）

2023/9/22 II 越喜来地区震災

復興委員会 復興時の震災復興委

員会の役割、差し込

み型防集事業のプロ

セス等について（現

地対面）

2023/11/30 III 越喜来地区公民

館

2023/12/1 IV 東区南区防集移

転参加者

2024/1/16 V 越喜来地区震災

復興委員会

地区公民会と復興委

員会の関係（電話）
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図 2：越喜来地区の形成過程
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図 3：被災前の越喜来地区の地域組織と地域活動
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2.2  越喜来地区の地域組織の特徴

　次に被災前の越喜来地区の地域組織の構成と地域活動

について図 3 に示す。越喜来地区は 10 の行政区で構成さ

れているが、地区全体をまとめる地域組織として越喜来

地区公民館がある。越喜来地区公民館は地区の活動計画

を後述する地域公民館と協力して立案し、地区全体で行

う各種スポーツ大会や運動会、敬老会等を実施していた

（II）。被災前の公民館の構成員は館長、主事、書記の 3 名

であり、地域のことを決める際には、各行政区の自治会長・

地域公民館長や、漁協関係者等を含む運営委員会を開い

ていた。

　越喜来地区公民館の下部組織として主に行政区ごとに

自治会が存在し、自治会長がとりまとめている。崎浜東

と崎浜西は合同で崎浜公益会、甫嶺東と甫嶺西が合同で

甫嶺自治会として自治会がある。各自治会には運営委員

が存在し、各自治会の活動計画を策定している。被災前

から年 1、2 回は各行政区の共同作業として社寺の草刈り

を行い、現在も継続して行われている。一方、各漁港の

清掃および草刈りは年 1、2 回、各地域の漁船所有者が行っ

ている（II）。
　各自治会の下部組織として 8 つの地域公民館（東区、

西区、南区、仲区、泊区、上甫嶺、甫嶺、崎浜）がある。

自治会長と公民館長は異なる人が担う。また各地域の地

域活動計画は地域公民館で作成し、自治会が認可するか

たちになっており、計画に沿って環境、草刈り、清掃、



Policy and Practice Studies, Volume 10, Number 2, 2024

179A. Kurumaya et al.: Analysis of planning process of inset-type disaster prevention group relocation promotion project in Okirai district

文化等の活動を行っている（II・V）。地区公民館の活動

計画は各地域公民館長が集まり、決定していた。

　また、越喜来地区全体では 3 つの小学校があるが、卒

業生が同じ中学校に通うため、地区内には同窓生が多く、

行政区が異なっても地区内で知り合いが多い状況であっ

た（II）。

2.3  越喜来地区の地域活動の特徴

　越喜来地区全体の地域活動として、公民館による野球

やバレーボールなどの各種スポーツ大会や、講演会、研

修会等が行われていた（II）。スポーツ大会は各行政区対

抗で行われた（III）。また、毎年11月に旧三陸町である綾里、

吉浜と 3 地区公民館合同で三陸文化祭が行われ、陶芸、

絵画、書道、華道、海中フォトコンテスト等を行っていた。

一方行政区単位では、震災の 10 ∼ 20 年前までは、公民館

活動の一環として町民運動会や敬老会が行われていた（II・
III）。

2.4  越喜来地区の地域組織・地域活動の階層性

　被災前の越喜来地区には、地区全体をまとめる越喜来

地区公民館と、近世集落を基礎とする行政区単位の自治

会・地域公民館という、範囲の異なる地域組織が、日常

的につながりながら各役割を果たす階層的な構造があり、

各地域組織により住民活動が行われていた。特に学校区

に加え、越喜来地区全体での地域活動等を通じた交流の

機会があったことに着目すると、これは大字や現代の地

域組織の特徴と復興プロセスとの関係性を論じた福島他

（2021）において「地区・近隣コミュニティ階層型」の地

域コミュニティの構造と指摘されているものに近く、越

喜来地区の地域コミュニティの特徴である。被災前に行

政区の活動の一部がなくなっていたが、被災当時地区の

運営を担った世代は、これらの階層的な地域組織と地域

活動を通して、地区全体と行政区単位の双方で人的ネッ

トワークを形成していた。

3.  越喜来地区復興プロセス概要と復興住民組織の役割

3.1  大船渡市・越喜来地区の復興プロセスの概要

　大船渡市と越喜来地区の復興プロセスの概要を表 3、表

4に示す。以下地域組織や住民の自主活動に着目しながら、

被災直後からの復興プロセスをみていく。

　東日本大震災により沿岸部を中心に甚大な被害を受け

た大船渡市は、2011 年 10 月に大船渡市復興計画を策定

した。復興計画には、復興に向けて行政の力だけでなく、

被災者主体・市民主体による市民総参加の復興を積極的

に推進すると明記され、大船渡市全体で被災者主体によ

る復興方針を掲げていた。復興計画では市民生活の復興、

産業・経済の復興、都市基盤の復興、防災まちづくりの 
4 つの復興における課題、目標および方針・施策を定め、

各種復興事業が進められた（大船渡市， 2011）。大船渡市

復興計画では越喜来地区について、津波からの安全性が

確保されるまちづくり、山側への安全な避難路の確保、

水産業の振興等が基本的な土地利用方針として示された。

年 出来事

2011

3 月東日本大震災発生／災害復興局設置

4 月災害復興推進本部設置／災害復興基本方針の決定

市内初のプレハブ仮設住宅完成（4 月 25 日入居開始）

5 月第 1 回復興計画策定委員会（以降 10 月まで 7 回

開催）

6 月「東日本大震災復興基本法」成立

7 月大船渡市復興計画骨子決定／プレハブ仮設住宅入

居完了日

10 月大船渡市復興計画議決をもって策定（土地利用

方針発表）

12 月仮設商店街オープン／「東日本大震災復興特別

区域法」成立

2012
8 月三陸・大船渡夏まつり開催（震災後初）

12 月県内初の災害公営住宅に入居開始（盛中央団地）

2013

3 月 JR 大船渡線（盛～気仙沼間）BRT による仮復旧

4 月三陸鉄道南リアス線（盛～吉浜間）運転再開

10 月災害危険区域を一部指定（市内初）

12 月防災集団移転促進事業小細浦地区団地造成完成

（市内初）

2014
3 月「大船渡地区津波復興拠点整備事業基本計画」策

定

4 月三陸鉄道南リアス線全線（盛～釜石間）運転再開

2015 12 月まちづくり会社「キャッセン大船渡」設立

2018 5 月浦浜地区多目的広場オープニングイベント開催

表 3：大船渡市の復興プロセスの概要

年 出来事

2011
　

3 月東日本大震災発生

4 月仲区自治会長が各行政区に復興委員会立上げを呼

びかけ

5 月準備委員会にて復興委員会について住民に説明

6 月西区公民館にて復興委員会設立総会を開催

6 月 -7 月仮設住宅入居／ 7 月第 2 回復興委員会で提言

内容承認

8 月越喜来地区震災復興委員会、市役所に第一次提言

書提出

10 月越喜来地区震災復興委員会、市役所に第二次提

言書提出

2012 防集事業大臣認可（7 月泊、9 月崎浜・浦浜南、10 月

浦浜東）

2013
防集事業大臣認可（3 月浦浜仲・西）／泊防集団地工

事開始

災害危険区域の指定（11 月崎浜・泊、12 月浦浜）

2014 防集団地造成完了（1 月泊、12 月浦浜南・浦浜仲・西）

2015 防集団地造成完了（3 月浦浜東、6 月崎浜）

2018 5 月ど根性ポプラ完成（浦浜）

表 4：越喜来地区の復興プロセスの概要

3.2  越喜来地区の復興住民組織の特徴と活動

　越喜来地区では、被災直後から住民が主体となり、避

難所の運営を行った（II）。2011 年 4 月には避難所で、仲
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区自治会長が各行政区自治会長へ、越喜来地区全体の復

興のための委員会の立ち上げを呼びかけた。その後自治

会長を中心に、委員構成、設立趣意書、復興への提言内

容等を検討し、5 月 31 日に準備委員会の中で住民へ説明

した。6 月 5 日に西区公民館にて越喜来地区震災復興委員

会（以下：復興委員会）が発足した（大船渡市， 2021）。
　ここで被災前の地域組織と、復興に関わる住民組織（以

下：復興住民組織）の一つとして発足した復興委員会の

関係をみると、被災後、地区公民館は建物が被災し休止

しており、被災前の公民館主事が復興委員会に参加して

いたものの、復興委員会の発足に、地区公民館は組織と

しては関与していない。一方、復興委員会の発足は、公

民館のもと地域について議論してきた各自治会長の呼び

かけであり、特に立ち上げに尽力した越喜来地区震災復

興委員会幹事会（以下：幹事会）事務局長を担った自治

会長も、被災前の公民館の運営委員会に常時参加し、地

区全体に人的ネットワークを有していた人物であった

（V）。

　復興委員会は、各自治会長等主要構成員 10 名からなる

幹事会を中心に、越喜来地区の復興に向けた活動を進め

た（II）。復興初期の活動内容は、復興委員会と各自治会

の連携による仮設住宅の必要要件に関する全被災世帯へ

のアンケート実施と計画反映など、多岐に渡る（II）。
　復興委員会は復興事業の計画プロセスの最初期におい

て、各行政区と連携しながら越喜来地区の復興計画を検

討・協議し、その結果を越喜来地区震災復興委員会第一

次提言書（以下：第一次提言書）としてまとめ、2011 年

8 月に市役所へ提出、市の復興計画への反映を依頼してい

る。

　この提言書は、大船渡市における越喜来地区全体の復

興計画の骨子となった。その後も主に幹事会が復興計画

案および重要案件に関する地区住民への計画内容の説明

および資料配布等を行うとともに、各自治会の状況や意

向を集約し市に伝達するなど市と自治会を繋ぐ橋渡し役

を継続的に担った（II）。

4.  越喜来地区の差し込み型防集事業の計画プロセス

4.1  差し込み型防集事業のプロセス

　越喜来地区では、被災直後の避難所から仮設住宅の期

間にかけて、幹事会主導で、各自治会の被災者のうち高

台移転希望者同士で移転先候補地の検討を進めていた。

その中で集落維持や、移転後の交流などを考慮し、各集

落（自治会単位）での再建意向が確認され、越喜来地区

全体として自治会ごとに高台移転を行う方針が示された。

その後復興委員会は、各自治会の移転希望者同士の検討

内容の報告をうけ、移転先候補地や希望戸数を把握した

（II）。移転先候補地は住民間の議論の中で移転希望者自身

の土地を含め候補が出され議論が行われた。この住民主

体の議論の成果は、先述の第一次提言書に各地区の移転

先候補地として記載された。以下行政との調整を含め各

行政区の差し込み型防集事業の事業プロセスについて示

す（図 4、図 6）。図 4と図 6中の記号ア－セは対応しており、

同時期の出来事であることを表している。各段階の計画

内容は当時の説明会資料を参照した。

4.1.1  泊区

　避難所での議論の時点で、移転希望者から候補地とし

て最終移転先の南に位置する土地が提案され、第一次、

第二次提言書に示された（III）。
　2011 年 5 月に建築家や都市計画家協会、大学教員など

による NPO 法人アーバンデザイン研究体（以下：UDM）

が泊区を訪れた。その後定期的に自治会長をはじめとす

る地域住民と協議を重ね、協働で 2011 年 8 月「泊区復興

まちづくり委員会」が発足した。泊区復興まちづくり委

員会は 2011 年 11 月に被災した 17 世帯を対象に意向調査

を独自に実施している（アーバンデザイン研究体， 2013）。
当初の移転先候補地については、住民の議論の中で「災

害危険箇所である」ため変更すべきと指摘された（III）。
移転希望者の一部が所有する別の移転先候補地案が提示

され、地域で用地交渉が進められた（III）。UDM は用地

交渉には直接関与していないが、集団移転地のあり方な

どに関する住民との協議を通して、移転先の議論に対し

ても支援をおこなっていた。

　2012 年 2 月 16 日に市が初めて住民に土地利用と防集

事業の説明会を行い、差し込み型防集事業も説明された。

2012 年 3 月 21 日の防集事業の説明会では、市から住民

に対し高台移転の意向把握と移転先の用地選定の協力を

依頼している。市が 2 月 3 月の説明会で提示した計画案

（第一次、第二次）に対し、UDM によるワークショップ

の開催、模型作成による整備計画案の検討、住宅モデル

プランの検討などの支援のもと、景観形成等に配慮した

防集団地の検討を行い、泊区復興まちづくり委員会の対

案を示し、市と協議を進めた（アーバンデザイン研究体， 
2013）。2012 年 6 月 1 日の移転希望者説明会で移転先の土

地利用計画（案）が示された。最終の移転先の位置はこ

の時点の案から変更がない。2012 年 7 月 2 日に市より土

地利用計画案が示され、同 26 日に大臣同意を得て、正式

に事業化された。

　2012 年 8 月 2 日の泊区復興まちづくり委員会役員会が、

市の防集担当職員も同席して開催され、市から区画・面

積の希望に関する住民アンケートの結果や、2012 年 8 月

より正式に支援が始まった UDM（主に景観計画、住宅設

計等を支援）との連携について説明が行われた。2012 年

9 月 18 日∼ 24 日で移転先敷地の希望面積や費用等に関す

る個別相談会が行われ、2012 年 10 月 17 日、2012 年 11
月 30 日と移転希望者説明会が重ねられた。以上の経緯を

経て、越喜来地区で最も早い 2014 年 1 月 31 日に防集団

地の造成が完了した。UDM は事業化後も泊地区景観形成

ガイドライン案の策定など景観に配慮した防集団地の実

現に向けて継続的に支援を行い（アーバンデザイン研究

体， 2013）、泊区は景観に配慮した防集事業として評価さ

れている。
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4.1.2  浦浜東区

　2011 年 7 月以前の避難所での移転希望者と自治会の議

論の時点で、移転希望者から移転先候補地となる 2 カ所

が提案された（IV）。そのうち 2011 年 8 月時点で地域で

の地権者の同意を得られた 1 カ所について（IV）、移転先

候補地として復興委員会の第一次、第二次提言書に示さ

れている。

　2012 年 1 月 24 日市が初めて土地利用、防集事業に係る

説明会を行い、差し込み型防集事業も説明された。2012
年 2 月 22 日の防集事業の説明会では、市から住民に対し、

高台移転等の意向把握と移転先の用地選定の協力を依頼

した。2012 年 4 月 13 日に自治会長および移転希望者を含

め、移転先候補地に関する現地打ち合せを行い、計画平

面図、断面図を提示しながら今後の進め方や移転希望者

説明会の開催について説明している。最終の移転先の位

置はこの時点の案から変更されていない。

　2012 年 6 月 5 日までは計画内容に変更がないが、その

後は、移転希望者説明会等を通した個別の事情による移

転希望者の増減により画地形状が変更されている。2012
年 10 月 24 日に大臣同意を得て、正式に事業化された。

東側の 3 区画は 2012 年 11 月 28 日の説明会の計画図に示

されたが、移転希望者の減少により 2013 年 2 月 14 日時

図 4：越喜来地区 4 区（泊、浦浜東、浦浜南、浦浜仲・西）の差し込み型防集事業のプロセス

2011.6　越喜来地区震災復興委員会（幹事会）設立

2011.8.2　復興委員会・幹事会が第一次提言書を市に提出（各行政区の検討をとりまとめ）

2011.10.17　復興委員会・幹事会が第二次提言書を市に提出（各行政区の状況を踏まえ移転戸数基準緩和を要望）

∼2011.7　避難所で地元から移
転候補地提案

2011.5~　UDMが泊区に入る

地権者の都合で候補地を絞る

∼2011.7　地元から 2 カ所の
移転候補地案

∼2011.8　移転候補地について
地元で合意

泊区と移転する構想が白紙

∼2011.8∼9　自治会役員から現
移転地が候補へ

∼2011.7
地元から移転候補地の案

2011.8　泊区復興まちづくり
委員会キックオフ会議

:行政区（移転希望者）動き
：災害公営住宅・高台移転・自力再建の意向調査

：市・UDMの取組：復興委員会・幹事会の取組み
：事業の流れ ：反映

年 国土交通省 浦浜東 浦浜南 浦浜仲 浦浜西泊

2011

2012

2013 

2014 

2012.2.16　防集事業 (差込 )
に係る説明会

2012.1.18
防集事業(差込)
に係る説明会

2012.2.29
防集事業(差込)
に係る説明会

コ  2012.4.25
移転希望者高台
移転候補地検討会

2012.3.29  防集事業に係る
勉強会

2014.1.31 防集団地造成完了

2014.12.26  防集団地造成完了

2012.10.24
東，南区国
土交通大臣
同意

2012.6.15
仲区と西区の防集事業が合同に

2014.12.26　防集団地造成完了

2013.8.30  移転希望者説明会

ここから移転先位置変更無

市から防集団地整備計画の
第一次案が出される

市から第二次案が出される

市から第三次案が出される

∼2011.8　地元か
ら移転候補地案

∼2011.8　地元か
ら移転候補地案

災害危険箇所のため白紙

南区自治会として移転地選定
・地権者同意の上，市へ示す

移転先が概ね確定したことの説明

東区の世話人も同席・内諾

2011.3.11 東日本大震災発生

2012.7.26　
泊区国土交
通大臣同意

ス  2013.2.13　移転希望者説明会
2013.3.8　
仲・西区国
土交通大臣
同意

2012.2.22
防集事業に係る説明会
・移転先の用地選定の協力
依頼等

2012.1　
防集事業の
最低戸数緩
和を発表

2012.1.24　防集事業 (差込 )
に係る説明会

イ  2012.4.13
移転候補地に係る現地打ち合
わせ

2012.5
地権者への用地提供依頼

東区防集事業開始

2012.6.5  移転希望者説明会

ウ  2012.11.28  移転希望者
説会個別相談会について等

2012.7  埋蔵文化財発見

2012.6.20 東区自治会長との打
ち合わせ 住民アンケート結果

2011.11　大船渡市が国土交通省に移転戸数基準緩和を要望

2011.12.13　大船渡市が初めて越喜来地区全体に防集事業（差込）に係る説明会を開催

3 区画が新たに追加
2012.12.5  個別相談会
・移転先敷地の希望面積等

以後計画内容の確定

2015.3.10  防集団地造成完了

エ  2013.2.14  
移転希望者説明会

オ  2014.1.16  
移転希望者説明会

2014.2.20  移転希望者説明会
・造成計画について

2012.2.16　防集事業 (差込 )
に係る説明会

2012.7.2  移転希望者説明会

2013.3.14  工事説明会

2012.8.2 防集担当職員が泊
区復興まちづくり委員会役
員会に出席

2012.9.18-9.24  個別相談会
・移転先敷地希望面積等

2012.10.17  移転希望者説明会
・移転計画図について

2012.11.30  移転希望者説明会
・移転先団地内の施設等

泊区防集事業開始

ア  2012.6.1  
移転希望者説明会
・現況と同様の計画図有

2012.3.21  
防集事業に係る説明会・移
転先用地選定の協力依頼

2012.9.12 移転希望者説明会
・個別相談会について等

カ  2012.6.26  
役員への説明会
・移転戸数等について

2012.10.9  役員への説明会

ク  2012.10.24 移転希望者
説明会

キ  2012.7.23  移転希望者
説明会 移転先土地利用計画
案

南区防集事業開始

2012.11.8  個別相談会
移転先敷地の希望面積等

2013.1  地権者への用地提供
依頼

ケ  2013.1.17  
移転希望者説明会
・移転先土地利用計画案

以後 8区画の計画変更無し

以後残り 3 区画の計画変更無

2012.6.15    杉下仮設にて仲・西区
の集団移転希望者勉強会の開催

サ  2012.12.3　　個別相談会
移転先敷地の希望面積等について

シ  2013.1.31　地権者への事業説
明及び用地提供依頼

西区自治会長より、越喜来小学
校の道路周辺に約 10 戸分の土地
があるとの発言

希望者の現状と意向の把握及び
移転跡地の土地利用の意向調査

地権者より追加用地提供を提案
→合意

セ  2013.5.24　移転希望者説明会
移転先の土地利用計画案について

2013.9.11　移転希望者説明会
移転先土地利用計画案について

仲・西区防集事業開始

遺跡発掘調査のため説明会なし

①移転先
　の調整
（各行政区）

②事業化に
　向けた検討
（復興委員会）

③事業段階
　の調整
（復興委員会
／幹事会
　／行政区）

地域組織の役割

泊区復興まちづくり委員会で
の対案検討／市と協議

2012.7.23  移転希望者説明会
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点でなくなり、2014 年 1 月 16 日に再度提示された。

　浦浜東区は移転先候補地の地主が 2 人のみで、どちら

も被災者であったことから、用地提供に対して協力的で

移転先候補地選定や地権者との合意などが、越喜来地区

の防集事業の中で最も早く進んだ（IV）。しかし、2012 年

7 月の埋蔵文化財発見に伴う発掘調査等により造成に時間

がかかった（IV）。2015 年 3 月 10 日に防集団地の造成が

完了した。

4.1.3  浦浜南区

　避難所での議論の時点で、泊区の移転希望者と合わせ

た移転が検討され、第一次提言書に反映された（IV）。そ

の後泊区への UDM の支援の開始、移転先候補地の地質条

件、高齢化が進む中での新規の移転先の開発等への懸念

などから、浦浜南区単独で防集事業を進めることとなっ

た。2011 年 8、9 月頃、南区役員から 2 カ所の移転先候

補地案が示された。うち 1 カ所は西区の範囲であったが、

第二次提言書に反映された。その後移転先を南区の範囲

にしぼり、地域での用地交渉が進められ、2011 年 7 月頃

に地域での地権者同意が得られた。最終移転先の位置は

この時点の案から変更がない。

　2012 年 2 月 16 日に市が初めて土地利用と防集事業の説

明会を行い、差し込み型防集事業も説明された。2012 年

3 月 29 日の勉強会で、地権者から内諾を得た上で南区自

治会として候補地を選定し、市に移転先候補地を示した。

最終的な移転先候補地は地区内の候補地を探していた南

区自治会長、副会長、南区公民館長から示されている（IV）。 
2012 年 6 月 26 日の役員説明会では自治会と公民館に対

し、計画図（案）を示し移転先候補地と移転戸数につい

て説明された。この時点で移転先候補地の西側土地の一

部が道路や宅地整備条件の不適合や日当り不良等の理由

で移転先から外れたが、まとまった 8 区画は、この時点

の案のまま計画が進んでいる。浦浜南区の残りの 3 区画

は 2012 年 7 月 23 日以降、10 月 24 日、2013 年 1 月 17 日

の移転希望者説明会で移転希望者の増減により変更があ

りながらも 1 月 17 日時点で最終的な位置が示されている。

2012年 10月 24日に大臣同意を得て、正式に事業化された。

2014 年 12 月 26 日に防集団地の造成が完了した。

4.1.4  浦浜仲・西区

　避難所での議論の時点で、移転希望者から浦浜仲区・

西区の移転先候補地が提案され、復興委員会による提言

書に示された。

　2012 年 1 月 18 日に仲区、2012 年 2 月 29 日に西区で、

市が土地利用、防集事業に係る説明会を行い、差し込み

型防集事業も説明された。2012 年 4 月 25 日の高台移転候

補地現地検討会にて、西区自治会長から越喜来小学校建

設の基本計画を踏まえた候補地検討の趣旨が示され、そ

の後仲区と西区合同の事業化の検討が始まった。仲区の

移転先候補地が、土砂災害危険区域、農振農用地、埋蔵

文化財包蔵地など、災害の危険性、法的手続きや調査に

よる事業の長期化の懸念があった土地であったことから

（図 6）、早期の自宅再建に向け仲区と西区での合同での検

討となった。2012 年 5 月学校建設担当課より小学校およ

び道路の設計案が示されると、2012 年 6 月 15 日の移転希

望者勉強会で、西区自治会長から小学校周辺の新設道路

付近約 10 戸分の土地について言及された。この時点で、

地元で地権者との交渉はしておらず、2013 年 1 月 31 日に

市の学校建設担当課、防集担当課がともに地権者に赴き、

学校建設に係る道路用地と防集用地の提供依頼を行い、

内諾を得た。2013 年 2 月 13 日の移転希望者説明会にて最

終移転先の計画案が示され、2013 年 5 月 24 日に計画図が

示された。2013 年 3 月 8 日に大臣同意を得て正式に事業

化され、2014 年 12 月 26 日に防集団地の造成が完了した。

4.2  防集事業の最低戸数の緩和

　以上のように、避難所時を含め初期の各行政区の高台

移転希望者同士の議論を通して、行政区ごとに高台移転

を前提とする移転先候補地の提案が住民から示された。

その際、具体的な防集事業参加希望者の人数は確定して

いないものの、地形的な制約条件等から大規模な造成が

可能な土地がないことが住民間で課題となっていた（II）。
　東日本大震災の発災当時、防集事業の最低戸数は防集

法施行令および施行規則で「10 戸以上」と示されていた。

しかし、越喜来地区のような地域では住宅 10 戸以上の建

設が可能な土地を見つけるのは困難であった。2004 年の

新潟県中越地震の復興では平成 17 年度拡充措置として、

移転先の住宅団地の最低規模を 5 戸以上に緩和し、一般

地域よりも高い補助基本額を適用する措置を行っていた

（国土交通省， 2005）。復興委員会は、これを参考に 2011
年 10 月 17 日の第二次提言書の中で最低戸数の緩和措置

の適用を市に要望し、これを受け市は、2011 年 11 月国土

交通省に最低戸数緩和を要望した。国土交通省より 2012
年 1 月に最低戸数の緩和が示されると、市は各行政区で

の土地利用と防集事業の説明会を開催し、差し込み型防

集事業に関する説明を行っている。

図 5：越喜来地区の防集団地位置

Esri, HERE, Garmin, USGS0 150 300 m
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5.  差し込み型防集事業計画プロセスと地域コミュニティ

5.1  計画プロセスと復興住民組織の役割

　以上各行政区の差し込み型防集事業の計画プロセスの

整理から、その要点として①移転先の調整、②事業化に

向けた検討、③事業段階での調整が挙げられる（図 4）。
地域組織の役割に着目すると、①では幹事会の推進等に

より、避難所の段階から各行政区の移転希望者同士の議

論と地権者交渉を含めた移転先の協議が行われた。その

後も行政区によって経緯が異なるが、地域住民が主体的

に参画し移転先の協議が進められた。UDM が協力した泊

区においても、集団移転地のあり方などを検討する支援

の一環として、移転先の選定の議論に専門家が参加して

いるものの、用地交渉そのものは行政区内の地域住民間

で行われている。

　②に対して被災から約 4 カ月後に、復興委員会により

各行政区の協議を反映させた第一次、第二次提言書のと

りまとめと市への提示、および防集事業の最低戸数緩和

措置の要望が行われたことが、越喜来地区における各行

政区の防集事業の事業化の推進に大きく寄与している。

このように、特に差し込み型防集事業の推進の基礎となっ

た事業化以前のプロセスにおいて、移転に関する行政区

内の合意形成、用地交渉と、地区単位での事業化に向け

た市との調整の連携は不可欠であったが、そこに地区、

行政区の役割が連動した地域コミュニティによる自主的

な取組みが顕著にみられたといえる。さらに、この連携

においては、被災前の「地区・近隣コミュニティ階層型」

の地域コミュニティ構造により形成されていた人的ネッ

トワークが基礎となっていた。

　③に関しても、行政区単位での調整が進む中、市、復

興委員会（幹事会）、自治会がそれぞれの役割を果たしな

がら事業を推進しており、幹事会も各行政区と連携し継

続的に防集事業の状況把握と事業推進をおこなっていた

（III）。一方、この事業段階での市と移転希望者との個別

の調整や移転希望者増減の理由などの詳細な内容につい

ては、既往研究でも指摘されている（小野田他， 2015）個

人情報や守秘義務の課題もあり、得られた情報が限定的

であり、その詳細な分析は今後の課題としたい。

5.2  差し込み型防集事業実装化と地域コミュニティの特徴

　最後に、差し込み型防集事業の実装化で重要な役割を

図 6：計画プロセスにおける差し込み型防集事業の位置と検討経緯

：実現しなかった移転候補地

：第一次提言書図面の移転予定地

：第二次提言書図面の移転予定地

：実現した移転候補地
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供の内諾を得た後，　

ス 2013.2.13 の移転希望者

説明会から図面あり．

セ 2013.5.24 の移転希望者説明

会より現況の計画図となる．

シ 2013.1.31　地権者に用地提

供の内諾を得た後，　

ス 2013.2.13 の移転希望者

説明会から図面あり．

セ 2013.5.24 の移転希望者説明

会より現況の計画図となる．

コ 2012.4.25　
西区の高台移転候補

地検討会にて候補地

になる

ス 2013.2.13 から

図面あり

コ 2012.4.25　
西区の高台移転候補

地検討会にて候補地

になる

ス 2013.2.13 から

図面あり

カ 2012.6.26
役員説明会の案で位置・

形変更無し

カ 2012.6.26
役員説明会の案で位置・

形変更無し

ケ 2013.1.17
移転希望者説明会から

候補地として図面あり

ケ 2013.1.17
移転希望者説明会から

候補地として図面あり

ク 2012.10.24　移転希望

者説明会から候補地となる

ケ 2013.1.17　移転希望者

説明会から図面有

ク 2012.10.24　移転希望

者説明会から候補地となる

ケ 2013.1.17　移転希望者

説明会から図面有

カ 2012.6.26
役員説明会にて道路，宅地

整備に不都合があり，無し．

カ 2012.6.26
役員説明会にて道路，宅地

整備に不都合があり，無し．

カ 2012.6.26
役員説明会にて

日当たり不良により

無し

カ 2012.6.26
役員説明会にて

日当たり不良により

無し

キ 2012.7.23 には図面

があったが，移転希

望者減少により無し

キ 2012.7.23 には図面

があったが，移転希

望者減少により無し

ア 2012.6.1
移転候補者説明会で移

転先の土地利用計画

(案 )が示される

ア 2012.6.1
移転候補者説明会で移

転先の土地利用計画

(案 )が示される

ウ 2012.11.28　移転希望者説明

会で計画図として示された．

エ 2013.2.14　  移転希望者説

明会図面無し

オ 2014.1.16 以降，図面あり．

移転希望者の増減により変化

ウ 2012.11.28　移転希望者説明

会で計画図として示された．

エ 2013.2.14　  移転希望者説

明会図面無し

オ 2014.1.16 以降，図面あり．

移転希望者の増減により変化
イ 2012.4.13　移転候補地

に係る現地打ち合わせに

おける案から位置変更な

し．2012.4.13 ～ 6.5 まで

この形．以降は移転希望

者の増減により形が変

わっていく．

イ 2012.4.13　移転候補地

に係る現地打ち合わせに

おける案から位置変更な

し．2012.4.13 ～ 6.5 まで

この形．以降は移転希望

者の増減により形が変

わっていく．

コ 2012.4.25　浦浜西地区の高台移転候

補地現地検討会にて図面あり .

しかし ,土砂災害危険区域 ,農振農用

地や埋蔵文化財包蔵地であったため ,

越喜来小学校の建設計画を見てから候

補地を再検討することとした.その後,

サ 2012.12.3　個別相談会の結果 ,移転

希望者が当初見込みより減となり ,候

補地として不要となった .

なお、このことについては、2013.2.13
の移転希望者説明会で説明済 .

コ 2012.4.25　浦浜西地区の高台移転候

補地現地検討会にて図面あり .

しかし ,土砂災害危険区域 ,農振農用

地や埋蔵文化財包蔵地であったため ,

越喜来小学校の建設計画を見てから候

補地を再検討することとした.その後,

サ 2012.12.3　個別相談会の結果 ,移転

希望者が当初見込みより減となり ,候

補地として不要となった .

なお、このことについては、2013.2.13
の移転希望者説明会で説明済 .

ケ 2013.1.17
移転希望者説明会

後，図面追加

ケ 2013.1.17
移転希望者説明会

後，図面追加

泊

浦浜南

浦浜東

浦浜仲・西 

200 m1000
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果たした復興住民組織と平時の地域組織、および被災前

の地域コミュニティの特徴の関係について考察する。

　福島他（2021）が指摘するように、東日本大震災の復

興にて行政区を越えた地区単位のつながりがみられない

地域もあった中、越喜来地区でみられた、公民館を通し

た地域活動や学校区を通した各行政区のつながりといっ

た「地区・近隣コミュニティ階層型」の地域コミュニティ

の構造や人的ネットワークの存在は地区の特徴といえる。

またこの特徴が、越喜来地区という単位での復興住民組

織の必要性の共有と設立、市や行政区と連動した復興プ

ロセスでの様々な活動の実現、および差し込み型防集事

業、特に事業実現上重要であった事業化以前の段階での

計画プロセスへの寄与につながったといえる。

　また同様に福島他（2021）において、「地区・近隣コミュ

ニティ階層型」とされた大槌町吉里吉里地区においても、

住民の自発的な調整と行政との協議により差し込み型防

集事業が実現している。時間や人的資源の制約が多い復

興事業において、行政との地区単位の協議と、住民との

行政区単位での調整の双方を担える「地区・近隣コミュ

ニティ階層型」の地域コミュニティが、より細やかなニー

ズや課題対応による復興の実現の重要な要素である可能

性は高く、差し込み型防集事業はその最たる例の一つと

いえる。

　また復興後に再開した地区公民館（幹事会事務局長が

現在地区公民館長）は、被災前の活動内容に加え、復興

委員会が果たしていた市の様々な部署と行政区の橋渡し

の役割を継続しており、復興プロセスを経て、地区単位

の地域組織の役割が拡充されている。これは復興事業へ

の関与を通じて従来の地域コミュニティ・地域組織のあ

り方が影響を受け、変化する可能性を示している（図 7）。
　以上、差し込み型防集事業のような、計画プロセスに

おいて地域住民間でのより細やかな調整と住民意向を踏

まえた行政とのコミュニケーションが必要不可欠な事業

では、地域コミュニティ・地域組織の特徴の影響が大きく、

また今回のように事業を通して地域組織の役割にも変化

がみられる。このような事業の展開では計画内容のみを

模倣せず、計画プロセスの要点を認識し、平時の地域コ

ミュニティ・地域組織の構造を把握した上で、それに合っ

た官民の協働体制を検討することが重要である。
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Abstract
The Inset-type disaster prevention group relocation promo-
tion project was evaluated as a reconstruction project after the 
Great East Japan Earthquake and is expected to be utilized in 
the future. For this project, it is essential to coordinate among 
local residents in collaboration with local organizations and the 
local government. The objective of this study was to clarify the 
planning process of the Inset-type disaster prevention group re-
location promotion project in the Okirai district of Ofunato City 
in Japan, focusing on the characteristics and roles of the local 
community. As a result, it was pointed out that the project was 
made possible by the contribution of the hierarchical community 
structure, especially in the early stages of the project, and with 
the importance of public-private partnerships that take into ac-
count the structure of the local community.
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